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場

《
担
当
課
》

○
制
度
全
般
に
つ
い
て　

財
政
課

　

電
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０
８
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８
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財
政
課
直
通
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財
政
課
専
用
）

　

メ
ー
ル
：zaisei@
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n.kag
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ino.lg

.jp

○
税
制
度
や
役
場
に
直
接
持
参
の
窓
口　

税
務
課

　

電
話（
０
８
６
８
）５
４-

２
９
８
５（
税
務
課
直
通
）　
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Ａ
Ｘ
：（
０
８
６
８
）５
４-

２
８
９
１（
役
場
代
表
）

「
ふ
る
さ
と
納
税
」に
関
す
る
お
問
い
合
せ
先

か
が
み
の
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金（
ふ
る
さ
と
納
税
）の
お
知
ら
せ

○
ふ
る
さ
と
納
税
と
は

　

ふ
る
さ
と
納
税
と
は
、
個
人
住
民
税
を
納
め
る
納
税

者
が
、
出
身
地
な
ど
、
愛
着
を
感
じ
て
い
る
地
方
公
共

団
体
に
寄
附
を
行
っ
た
場
合
、
５
，０
０
０
円
を
超
え
る

金
額
に
つ
い
て
、
個
人
住
民
税
の
所
得
割
の
１
割
程
度

を
限
度
と
し
て
、
翌
年
度
に
課
税
さ
れ
る
個
人
住
民
税

か
ら
税
額
を
控
除
す
る
寄
附
金
税
制
で
す
。（
所
得
税

で
は
、
寄
附
金
額
を
控
除
す
る
制
度
が
別
に
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。）

　

鏡
野
町
で
は
「
か
が
み
の
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
」

と
し
て
、
篤
志
を
募
って
い
ま
す
。

○
寄
附
の
使
途

　

寄
附
を
さ
れ
る
方
に
、
活
用
先
を
選
ん
で
い
た
だ
き

ま
す
。

　

①
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
事
業

　

②
子
育
て
支
援
・
教
育
環
境
づ
く
り

　

③
高
齢
者
福
祉
事
業

　

④
産
業
観
光
振
興
事
業

　

⑤
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
事
業

　

⑥
指
定
な
し
（
町
政
一般
に
対
す
る
寄
附
）

○
寄
附
の
手
続
き
（
寄
附
の
申
し
込
み
）

　

所
定
の
「
寄
附
金
申
込
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
申
込
書
は
、
財
政
課
又
は
各
振
興
セ
ン
タ
ー
に
電
話
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
請
求
し
て
い
た
だ
く
か
、

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

○
鏡
野
町
へ
寄
附
し
て
い
た
だ
い
た
方
へ
特
典

　

町
内
外
を
問
わ
ず
１
万
円
以
上
の
ご
寄
附
を
い
た
だ

い
た
方
へ
、
鏡
野
町
の
特
産
品
等
を
お
贈
り
し
ま
す
。

（
年
度
１
回
）
ま
た
、
町
外
の
方
で
、
広
報
紙
等
への
掲

載
を
ご
了
解
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
ご
住
所
お
名
前
が

掲
載
さ
れ
た
広
報
紙
を
お
贈
り
し
ま
す
。

○
町
民
の
皆
さ
ま
へ
お
願
い

　

町
外
に
お
住
ま
い
の
ご
親
戚
、
友
人
、
知
人
な
ど
、

鏡
野
町
を
応
援
し
て
く
だ
さ
る
方
に
、
こ
の
制
度
を
紹

介
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
ふ
る
さ
と
鏡
野
町
」を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
！

　

鏡
野
町
を
か
た
っ
た
寄
附
の
〝
強
要
〞
や

〝
詐
欺
〞
な
ど
不
当
な
請
求
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

鏡
野
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
覧
く
だ
さ
い

http://w
w
w
.tow

n.kag
am
ino.lg

.jp/

◇
詐
欺
行
為
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
◇

お
問
い
合
せ
先

窓
口
延
長
取
扱
業
務
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

本
庁
町
民
環
境
課
で
は
、

一
部
の
業
務
に
つ
い
て
毎
週

月
曜
日（
祝
祭
日
を
除
く
）に
、

午
後
７
時
ま
で
、
業
務
を
延

長
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

取
扱
業
務
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

●
住
民
票
の
発
行

●
戸
籍
に
関
す
る
証
明
書
の
発
行

　
（
戸
籍
謄
抄
本
・
戸
籍
附
票
・
身
分
証
明
書
等
）

●
印
鑑
の
登
録
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
発
行

　

右
記
以
外
の
お
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
平
日
の
午
前

8
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
ま
で
の
取
扱
い
と
な
り
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
転
入
・
転
出
な
ど
の
住
所
移
転
に
関
す
る
届
出
や
、

パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
・
受
取
り
な
ど
も
延
長
業
務
の
対

象
外
で
す
。

※
月
曜
日
が
祝
祭
日
の
場
合
で
も
、
業
務
延
長
日
の
変

更
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

※
町
民
環
境
課
以
外
の
課
で
は
延
長
業
務
を
実
施
し
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

町
民
環
境
課　

池
嶋
・
原
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